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全法労協は，5月14日，全国各地から35名が

参加して，日弁連など関係業種団体や厚生労働省，

最高裁判所，日本司法支援センター（法テラス）

に対し，法律・司法関連職場の労働条件の改善・

向上や業務研修制度の整備・充実などを求めて要

請・申入れを行いました。 

参加者は，各地の実情や“2007年要求と実態調

査アンケート”に寄せられた各地の仲間の声を紹

介しながら，取り組みの強化を訴えました。 

 

◆ 日本弁護士連合会 

 日弁連への要請は法全連(法律事務員全国連絡会)と共同で行わ

れ，日弁連側は明賀英樹事務総長ら2名が応対しました。 

 私たちは、 

①法律事務所に働く労働者の労働条件の改善（改善要請の各単位

会、会員への周知） 

②事務職員の全国統一研修制度の早期確立 

③日弁連の主導による事務職員の身分証明書の統一的な発行 

④公設事務所への弁護士派遣や裁判官任官などに伴う事務職員の雇用不安への対策、公設事務所に勤める労

働者の雇用継続や労働条件の引継ぎ 

⑤法テラスで働く労働者の労働条件改善 

 などを、要請文書を手渡して要請しました。 

①については、昨年同様各単位会に要請の趣旨を周知するとの回答。②については、この間制度化に向け

て準備がされている「法律事務所の事務職員の能力認定制度」

の検討状況についての説明があり、検討事項について意見交

換を行うとともに本制度を早期に実施するよう求めました。

③については、特に戸籍等取寄せ業務の際の不都合事案を伝

え、要請に理解を求めました。日弁連側からも、戸籍等の取

寄せ業務を念頭に置いた身分証明書発行についての単位会へ

の提案資料が配付されました。④については、昨年からの要

請をうけて担当委員会に諮問しているが、現在検討中である
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旨の回答でした。私たちは、この問題が各弁護士個人の良心のレベルにとどまることなく、法制度として対

策を確立するようを求めました。⑤は、全法労協の法テラス職員アンケートに基づき「任期付職員」「非常勤

職員」の不安定な雇用、残業代未払の問題をとりあげたものですが、残念ながら「法テラスは日弁連とは別

組織」という回答でした。 

その他の要請事項についても、おおむね趣旨は理解するとの回答でした。事務職員の「雇用の手引き」作

成について検討する旨の応答があるなど日弁連側も真摯な応対で、予定していた時間ぎりぎりまで意見交換

を行い今年の日弁連要請は終了しました。 

 

◆ 日本税理士会連合会 

日税連からは総務部長(常務理事)岩波一氏ら4名が応対しました。冒頭，全法労協側は労働条件の整備・

改善に向けた啓発活動の重要性を訴え，連合会という組織の性格上，困難な面があることは承知しているが，

できるとことから取り組みを開始してほしい旨要請しました。 

岩波氏は，東京税理士会職員の時間外労働の実態調査したところ，厚生労働省の定める基準を超えている

者が55名中7名に及んでいることが判明し改善に着手していることや，税理士事務所職員向けの特定退職金

共済制度の利用状況などについて紹介しましたが，全法労協の要請については総務部会で報告するとの回答

にとどまりました。 

なお，事務職員向けの研修について東京税理士会で実施されていることが紹介されると，参加者からは，

他の税理士会では実施されていないので，ぜひ他の会にも経験を普及してほしいと要望しました。 

最後に岩波氏は全法労協の申入れは刺激になるので継続してほしい旨述べられました。 

 

◆ 日本司法書士会連合会 

当日応対して頂いたのは、同連合会専務理事の宮前氏と事務局長の歌田氏の2名の役員の方でした。私た

ちは、冒頭訪れた理由を述べ、アンケートの声を元に、労働条件向上に資する施策や、補助者向けの業務研

修の開催などを申し入れました。特に業務研修については、司法書士への簡裁代理権の付与や、不動産登記

法の改正、会社法の施行などの新たな法制度の元で、補助者の間でも需要が高まっていることなどを訴えま

した。司法書士連合会側は、直接個々の会員と繋がっていない「会連合会」という組織上の困難さはあるも

のの、司法書士向けの研修に力を入れている地方会などもあり、税理士会など他の士業の取組も参考にしな

がら前向きに検討してみたいとのことでした。 

 

◆ 日本公証人連合会 

 日公連は赤祖父宗重事務局長が応対されました。 

 はじめに、全法労協側から公証人役場で働く書記労働者の労働条件の改善について、要請の趣旨を説明し

ました。今年も全国約300の公証役場にアンケートを送り、回答が寄せられているが、それに書かれている、

①公証人の交替により、労働条件が悪化した ②健康診断を受けられるようにして欲しい ③有給休暇、昼

休みも取れない ④職務上の研修があれば受けたいなど切実な声を紹介しました。また、公証人は8～10年

くらいで交替しているので、事業所単位ではなく、公証人との個人契約が多く、雇用の継続がないため不安

定であり、社会保険にも入っていないところも少なくないので、連合会として会員に対し、啓発してほしい




